
一般社団法人日本ＭＭＡ審判機構賛助会員規程細則 

 

（目的） 

第 1条 本細則は、一般社団法人日本ＭＭＡ審判機構賛助会員規程（以下「賛助会員規程」

という。）第７条に基づき、その取扱い等実施に必要な細則を定めるものである。 

 

（入会及び会員資格） 

第 2 条 入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、当機構の審査終了後に年会費

を納付することにより、会員資格を得る。 

 

（会員資格の有効期間） 

第 3条 会員の資格有効期間は、毎年 4月 1日から翌年 3月 31日までの 1年間とする。 

２ 新規に入会した場合の会員資格の有効期間は、前条に定める会員資格を得た月から最

初に到来する 3月 31日までの間とする。 

 

（年会費の額） 

第 4 条 年会費の額は、賛助会員規程第 4 条に定める額とし、年度途中で入会した初年度

の年会費も同様とする。 

 

（年会費の納付等） 

第 5条 年会費は、原則、毎年度 4月末までに当該年度分を一括して納付するものとする。 

年度途中で入会する場合の年会費は、入会時に一括して納付するものとする。 

 

（会員資格の一時停止及び喪失） 

第 6 条 前条に定める期限までに年会費の納付がない場合、原則、会員資格を一時的に停

止することができる。年会費が納付された場合、改めて会員資格を継続させるものとする。 

２ 前項の会員資格が継続された場合の会員資格有効期間は、年会費の納付があった時か

ら最初に到来する 3月 31日までの間とする。 

３ 年会費の未納期間が 2年以上となった場合、会員資格を喪失する。 

 

（既納年会費） 

第７条 既納の年会費は、賛助会員規程第 6 条の定めにより、いかなる理由があってもこ

れを返還しない。 

 

附 則 

本細則は、2018年 4月 1日から施行する。 


